
次期広島市障害者計画の骨子（素案）について 

 

１ 障害者計画を取り巻く状況 

【国の主な動き】 

・平成２４年 「障害者虐待防止法」施行  ・平成２５年 「障害者総合支援法」施行 

・平成２６年 「障害者権利条約」締結   ・平成２８年 「障害者差別解消法」施行  

【広島市の主な動き】 

・平成２８年 「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略策定 

【その他社会の主な出来事】 

・平成２６年 8 月 広島市土砂災害 

・平成２８年 7 月 相模原市障害者施設殺傷事件 

 

２ 新たな障害者計画策定におけるポイント 

新たな障害者計画の策定にあたっては、現行計画を踏襲しつつ、１の社会状況を踏まえて以下の取組

をさらに充実するよう、各施策を検討します。 

・障害者の虐待防止に向けた取組 

・障害者を理由とする差別の解消に向けた取組 

・障害者の高齢化対策に向けた取組 

・災害対策に向けた取組 

 

３ 障害者計画骨子（素案） 

 

 
Ⅴ　障害福祉計画

Ⅳ　施策項目

（１）あらゆる障害や障害者についての理解の促進

（２）障害者と地域住民等との交流の促進

（３）市民主体の活動等の支援

Ⅲ　施策の柱

１ 理解と交流の促進

第５期障害福祉計画（平成30年度～平成32年度）

　※障害児福祉計画と一体化して作成

２ 生活環境整備の推進

（２）保健・医療・リハビリテーションの充実

（３）スポーツ・文化活動の促進

（１）福祉のまちづくりの推進

（２）安心して暮らせる住まいの確保

（３）防災・防犯等の対策と災害時支援対策の推進

（１）相談支援体制の整備・充実

（２）障害者の権利擁護の推進

（１）福祉サービスの充実

Ⅰ　基本理念

平成３０年度から平成３５年度までの６

年間　とする。

障害のある人もない人も、全ての市民が互

いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立

して暮らせる「まち」を実現する。

４ 地域生活支援の充実

Ⅱ　計画期間

３ 相談支援の充実

障害福祉計画との整合を図り、

（現行計画の計画期間：平成25年から29年の５年間）

（２）障害者雇用の拡大・定着

（４）情報・コミュニケーション支援の充実

（１）療育の充実

（２）自立に向けた教育の充実

（１）総合的な就労支援

５ 療育と教育の充実

６ 就労支援の充実と雇用の拡大・定着
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